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杉

本

憲

司

は

じ

め

に

中
国
で
、
何
時
頃
か
ら
都
市
と
い
う
も
の
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
か
に
つ
い
て
諸
説
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
城
壁

に
よ

っ
て

聚
落

の
ま
わ
り
が
囲
ま
れ
、
城
門
、
道
路
が

つ
く
ら
れ
、
城
内

に
大
型
の
版
築
基
壇
を
も

つ
建
築
物
を
は
じ
め
と
し
て
、
住
居
が
あ
り
、

中

に
手
工
業
所
の
よ
う
な
器
物
を

つ
く
る
生
産
関
係

の
遺
構
も
み
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
を
、
も

っ
と
も
原
初
的
な
都
市
と
考
え
る
な
ら
、

　ユ
　

そ

れ
は
少
な
く
と
も
、
前

一
六
〇
〇
年
頃

の
、
二
里
頭
文
化
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
以
後

、
中
原
を
は
じ
め
各

地

に
都
市
が
生
れ
て
く
る
が
、
そ
の
都
市

に
は
人
々
が
数
多
く
集
住
し
て
い
る
こ
と
か
ら
お
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
る
。
と
く
に
、

そ

こ
で
の
生
活
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
に
、
お
互

い
に
守
る
べ
き
慣
習
が
自
然
に
生
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
て
、
都
市
生

活

の
慣
習
か
ら
法
慣
習

へ
の
発
展
が
あ
り
、
更
に
都
市
法
と
い
う
も
の
が
生
れ
て
く
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

勿
論
、
こ
こ
で
論
ず
る
こ
と
に
は
種
々
の
文
献
史
料

・
考
古
資
料
で
の
制
約
が
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ぼ
、
地
域
差
の
問
題
を
ど

う
す
る
か
で
あ
る
。
大
き
く
分
け
て
、
黄
河
中

・
下
流
域

の
い
わ
ゆ
る
中
原

の
ア
ワ
作
地
帯
と
、
長
江
中

・
下
流
域

の
コ
メ
作
地
帯
で

は
、
自
然
環
境
、
農
業
生
産
様
式

の
ち
が

い
か
ら
、
そ
こ
で
の
生
活

に
も
ち
が
い
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
ど
こ
ま
で
追
求

で
き
る
か
、
今

の
と
こ
ろ
自
信
が
な
い
。

次
に
文
献
史
料
の
問
題

で
あ
る
。
『周
礼
』
『春
秋
左
氏
伝
』
『国
語
』
『戦
国
策
』
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
先
秦
諸
子
と
出
土
文
字

中
国
古
代
の
都
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活
に
関
す
る
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二

史
料
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
含
ま
れ
る
史
料

の
年
代
、
書
物
の
成
立
年
代
に
関
し
て
問
題
が
か
な
り
存
在
し

て
い
る
。
故
に
何
時

頃

の
話
な
の
か
、
は

っ
き
り
定
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
論
ず
る
と
こ
ろ
は
、
少

し
厳
密
差
に
問
題
が
あ
る
が
、
戦
国
時
代
の
様
子
で
あ
ろ
う
こ
と
を

一
応
想
定
し
て
い
る
。

一

都
市
内
の
組
織
と
法
の
公
布

都
市
内

に
、
人
々
が
い
か
な
る
地
区
に
、
ど
の
よ
う
な
組
織
を

つ
く

っ
て
生
活
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『国
語
』
斉
語
に
よ

れ
ぼ
、
管
子
の
話
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
み
え
る
。

「桓
公
日
成
民
之
事
若
何
。
管
子
対
日
、
四
民
者
勿
使
雑
処
、
雑
処
則
其
言
彪
、
其
事
易
。
公
日
処
士
農
工
商
若
何
。
管
子
対
日
、

昔
聖
王
之
処
士
也
、
使
就
間
燕
。
処
工
就
官
府
、
処
商
就
市
井
、
処
農
就
田
野
。」

こ
れ
に
よ
る
と
、
士
農
工
商
と
い
う
都
市
内
居
住
者
の
居
作
地
を
処
あ
ら
し
め
る
こ
と
を
云

っ
て
い
て
、
官
僚

で
あ
る
士
は
清
浄

の

地

に
、
工
人
は
役
所
の
そ
ば
の
官
営
手
工
業
所

に
近

い
と
こ
ろ
に
、
商
人
は
市
場
に
、
農
民
は
田
野
に
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
生
産
活
動
の

　
　
　

場

に
も

っ
と
も
適
し
た
場
所
に
、
住

み
分
け
を
す
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

ぞ
　

そ
う
し
て
、
そ
の
居
住
区
に
お
い
て
、
住
民
の
組
織
化
が
行
わ
れ
て
い
た
。
田
斉
の
事
を
い
っ
て
い
る
と
さ
れ
る

『銀
雀
山
竹
簡
』

守
法

・
守
令
十
三
篇
で
は
、

「
五
家
而
為
里
、
十
里
而
為
州
、
十
郷

(州
)
而
為
州

(郷
)
、
州
郷
以
地
次
受

(授
)
田
于
野
、
百
人
為
区
、
千
人
為
域
。
」

と
あ

っ
て
、
戸
数
を
も
と
に
す
る
里
、
州
、
郷
の
制
と
、
人
数
を
も
と
に
す
る
区
、
域
の
制
が
あ

っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
こ
の
よ

う
な
里
に
は

「里
正
」
と
か

「伍
老
」
と
い
う
住
民
側
か
ら
選
ば
れ
た
指
導
者
が
い
た
が
、
国
家
は
こ
れ
ら
の
人

を
権
力
の
末
端
に
組

　ざ

込

ん
で
、
国
家
の
身
分
と
さ
れ
る

「里
正
」
と
か

「伍
老
」
と
い
う
胥
吏
が
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら

の
胥
吏
の
も
と
に
、

　ら
　

商
鞅

の
変
法
に
み
ら
れ
る
什
伍
制
が
管
理
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
軍
令
を
も
と
に
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。



ま
た
、
『周
礼
』
秋
官
司
民
の
条
に
は
、

「
司
民
掌
登
萬
民
之
数
、
自
生
歯
以
上
、
皆
書
於
版
、
辨
其
国
中
与
其
都
鄙
及
其
郊
野
、
異
其
男
女
、
歳
登
下
其
死
生
。」

と
あ

っ
て
、
司
民
が
民
を
管
理
す
る
た
め
の
戸
籍
作
成

の
こ
と
が
み
え
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
子
供
が
歯
が
は
え

て
き
て
、
即
ち
生
れ

た

て
で
は
死
亡
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
の
で
、
歯
が
は
え
て
生
命
が
安
定
し
た
と
き
に
、
幅
広

の
牘
に
、
そ
の
住
所
で
あ
る
国
中

(城

郭
内
)
、
城
外

の
郷
、
郊
遂
か
、
野
で
あ
る
か
を
記
し
、
更
に
男
女
別
々
に
さ
れ
、
毎
年
、
そ
の
死
生
が
報
告
さ
れ
、
戸
籍
に
の
せ
た

　　
　

り
、
削
除
さ
れ
て
い
た
。
『睡
虎
地
秦
簡
』
に
よ
れ
ば
、
封
診
式

(八
～
十

二
)
に
、

「
封
守
、
郷
某
爰
書
、
以
某
県
丞
某
書
、
封
有
鞫
者
、
某
里
士
伍
甲
公
家
、
妻
、
子
、
臣
妾
、
衣
器
、
畜
産
。

●
甲
室
、
人
、

一

宇
二
内
、
各
有
戸
、
内
室
皆
瓦
蓋
、
大
木
旦
ハ。
門
桑
十
木
。

●
妻
日
某
、
亡
、
不
会
封
。
●
子
大
女
子
某
、
未
有
夫
。
子
小
男
子

某
、
高
六
尺
五
寸
。
●
臣
某
、
妾
小
女
子
某
。

●
牡
犬

一
。
」

と
あ

っ
て
、
戦
国
時
代
末

の
秦

の
戸
籍
の
内
容
が
く
わ
し
く
わ
か
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
士
伍

の
甲
と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外

の

者
も
同
様

に
、
妻
子
、
家
内
奴
隷
、
衣
服
、
家
旦
ハ、
家
畜
な
ど
動
産
と
、
家
屋
な
ど
の
不
動
産

に
つ
い
て
、
く
わ

し
く
戸
籍
に
登
記
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
都
市
内

の
生
活
も
、
こ
の
よ
う
な
戸
籍
を
も
と
に
し
た
、
什
伍
制
な
ど
の
隣
保
制
を
通
じ
て
家
父
長
と
、
そ

の
下
の
家
族

一
人

一
人
ま
で
、
国
の
法
に
よ
る
支
配
が
及
ん
で
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
法
が

い
つ
頃
か
ら
成
文
法
と
し
て
流
布
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
池
田
雄

一
氏

の
見
解
の
如
く
、
鄭

の
子
産

の
鋳
刑
鼎
、

晋

の
趙
鞅

・
荀
寅
の
刑
鉄
鼎
か
ら
、
鄭
の
鄲
析
の
竹
刑
と
い
う
、
刑
典
を
し
る
す
素
材
の
変
化

の
中
に
、
次
第

に
刑
典
が
日
常
的
に
近

　ヱ

く
な

っ
て
き
た
こ
と
を
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『周
礼
』
に
よ
れ
ぼ
、
法
を
役
人
に
よ

っ
て
民
に
頒
布
し
て

い
く
こ
と
に
な

っ
て

い
た
。
大
司
寇
が
、
正
月
朔
日
に
五
刑
を
邦
国
都
鄙
に
公
布
す
る
た
め
に
、
雉
門
の
前
に
法
文
を
か
か
げ
て
、
民

に
示
し
、
小
司
寇
は
、

属
す
る
と
こ
ろ
の
官

に
し
め
し
て
い
る
。
こ
れ
を
う
け
て
、
各
官
は
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
下
の
者

に
、
法
を
頒
布
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

例
え
ば
、
州
長
は
毎
年
、
正
月

に
州
に
属
す
る
民
に
法
を
読
み
聞
か
せ
て
い
る
。
更
に
、
党
正
は
春
夏
秋
冬

の
第

一
番
目
の
月
初
に
、

中
国
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代
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す
る
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習
寸
描

三



四

民
を
集
め
て
、
邦
法
を
読
ん
で
い
る
。
族
師
は
毎
月
初
に
民
を
集
め
邦
法
を
読
ん
で
い
る
。
こ
の
邦
法
以
外
に
、

国
中
に
用
い
ら
れ
る

禁

令
は

「糾
」
と
い
わ
れ
、
諸
々
の
都
鄙
に
用

い
ら
れ
る
禁
令
は

「憲
」
と
い
う
こ
と
も
み
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『周
礼
』

に
は
法
を
公
布
し
、
そ
れ
が
官
吏
を
通
じ
て
民
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
を
の
べ
て
い
る
が
、
こ
の
こ

と
は
、
秦

の
始
皇
帝
の
時

に
、
法
を
官
吏
か
ら
教
わ
る
こ
と
が
い
わ
れ
、
法
を
私
議
し
た
り
、
私
的
著
作
で
の
言

及
を
憚
る
こ
と
が
み

　　
　

ら
れ
た
が
、
こ
れ
と
て
も
、
法
の
公
布
を
官
吏
を
通
じ
て
行
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ
の
点

で
は

『周
礼
』
の
世
界

に
共
通
す
る
と
こ
ろ

　　
　

で
、
法
に
つ
い
て
の
批
判
、
私
議
の
禁
止
と
云
う
こ
と
か
ら
、
法
が
民
に
非
公
開
で
あ

っ
た
と
は
云
え
な
い
。
こ

の
よ
う
に
み
て
く
る

と
、
古
代
の
都
市
内
の
生
活
に
お
い
て
、

一
応
、
民
は
国
の
法
を
知

っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
唯
、
唯
々
諾
々
と
法
に
従

っ
て
守
る

こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
次

に
都
市
生
活
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
法
慣
習
が
あ

っ
た
の
か
少
し
み
て
い
き
た

い
。

二

門
の
管
理

城
郭
都
市
や
、
そ
の
中
に
あ
る
里
な
ど
で
外
部
世
界
と
の
出
入
口
で
あ
る
門
の
管
理
は
、
そ
の
内
部

の
安
寧
秩
序
を
は
か
る
た
め
厳

重

に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
門

に
は
司
門
や
門
尹
、
監
門
、
監
者
と
い
う
役
人
が
い
て
管
理
を
し
て
い
た
。
彼
ら
の
身
分
は
、

『史
記
』
魏
公
子
伝
に
み
え
る
侯
贏
や
、
同
じ
く
張
耳
陳
餘
伝

に
み
え
る
陳
餘
が
、
共
に
生
活
が
貧
し
い
老
人
や
、
身
を
か
く
す
た
め

の
人
の
仕
事
と
し
て
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
仕
事
は
多
岐
に
わ
た
り
、
『周
礼
』
地
官
司
門
に
よ
る
と
、

「司
門
掌
授
管
鍵
、
以
啓
閉
国
門
。
幾
出
入
不
物
者
、
正
其
貸
賄
。
凡
財
物
犯
禁
者
挙
之
、
以
其
財
養
死
政
之
老
与
其
孤
。
祭
祀

之
牛
牲
繋
焉
、
監
門
養
之
。
凡
歳
時
之
門
、
受
其
余
。
凡
四
方
之
賓
客
造
焉
、
則
以
告
。」

と
あ

っ
て
、
司
門
か
国
門
の
管
鍵
を

つ
か
さ
ど
り
、
門
の
開
閉
を
行
い
、
門
を
出
入
す
る
者
を
監
視
し
、
出
入
す

る
物
資

に
税
を
か
け

て

い
る
。
司
門
の
官
は

『周
礼
』
で
は
、
大
大
夫
二
名
、
上
士
四
人
、
中
士
八
人
、
下
士

一
六
人
、
府
二
人
、
史

二
人
、
胥
四
人
、
徒



四
〇
人
と
あ
り
、

一
門
あ
た
り
下
士

二
人
、
府

一
人
、
史
二
人
、
徒
四
人
が
お
か
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
だ
け
の
官
で
、
城
門
管
理
は
、

祭

祀
の
犠
牲
で
あ
る
牛
の
世
話
な
ど
の
雑
務
的
な
も
の
ま
で
い
れ
る
と
大
変
仕
事
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『墨
子
』
号
令
篇

で
は
、

「宿
鼓
在
守
大
門
中
、
莫

(暮
)
令
騎
若
使
者
操
節
閉
城
者
、
皆
以
執
麑
、
皆
鼓
鼓
十
、
諸
門
亭
皆
閉
之

。
行
者
断
、
必
繋
問
行

故
、
乃
行
其
罪
。
晨
見
、
掌
大
鼓
縦
行
者
、
諸
城
門
吏
各
入
請
籥
開
門
巳
、
輒
復
上
籥
、
有
符
節
不
用
此
令

。」

と
あ
る
。
こ
れ
は
戦
争
状
態
か
、
そ
れ
に
近

い
時
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
各
城
門
に
い
る
門
吏
は
、
夕
暮

に
出
入
す
る
騎
馬
の
者

や
使
者
は
節
を
持

っ
て
い
る
が
、
城
門
を
閉
め
る
に
あ
た

っ
て
、
皆
と
り
調

べ
る
。
夕
方
に
は
太
鼓
を
十
回
打

ち
、
す

べ
て
の
門
と
亭

は
閉
さ
れ
、
交
通
は
遮
断
さ
れ
る
。
そ
れ
を
犯
し
て
通
行
す
る
者
は
捕
え
ら
れ
、
そ
の
理
由
を
問
わ
れ
て
、
場
合
に
よ

っ
て
は
罪
せ
ら

れ

る
。
夜
明
け
に
は
ま
た
大
鼓
が
鳴
ら
さ
れ
、
自
由
な
通
行
が
ゆ
る
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
門
吏
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
部
署
に
入

っ
て
、
鍵

を
も
ら
い
う
け
門
を
開
け
、
開
門
す
る
と
鍵
は
返
さ
れ
る
。
符
節
を
持

つ
者

に
は
、
以
上

の
令
を
用

い
な
い
と
あ
る
。
こ
こ
に

「此

令
」
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
門

の
開
閉
、
門
を
通
行
す
る
者

に
対
し
て
、
恒
常
的
な
令
が
あ

っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
『管

子
』
立
政
篇
に
も
、
ほ
ぼ
同
様

の
話
が
み
ら
れ
る
。

「築
障
塞
匿
、

(道
)
路
、
愽

(搏
)
出
入
、
審
閭
閏
、
慎
筅
鍵
。
筅
蔵
于
里
尉
、
置
閭
有
司
、
以
時
開
閉
、
閭
有
司
観
出
入
者
、

以
復
于
里
府
。
凡
出
入
不
時
、
衣
服
不
中
、
圏
属
群
徒
不
順
於
常
者
、
閭
有
司
見
之
、
復
無
時
。
」

こ
れ
は
、
里
の
閭
門
の
管
理
に
関
す
る
も
の
で
、
城
門
と
同
じ
よ
う
に
、
鍵
で
門
を
閉
じ
て
い
て
、
そ
の
鍵

は
里
府

の
も
と
に
蔵
せ

ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
閭
門
を
通
る
者

に
つ
い
て
も
、
里
府

に
報
告
を
し
て
い
る
が
、
特

に
、
出
入
が
適
当
な
時
で
な

い
者
、
着
て
い
る
衣
服
が
尋
常

で
な

い
者
、

一
族
、
群
徒
な
ど
集
団
で
常
態

で
な
い
場
合

に
は
、
閭
の
有
司
は
早
速
里
尉
に
報
ず
る
こ

と

に
な

っ
て
い
た
。

以
上
、
見
て
き
た
よ
う

に
、
都
市
生
活
で
、
内
外
を
分
け
る
城
門
、
あ
る
い
は
城
内

の
里
の
内
外
を
分
け
る
閭
門

の
管
理
は
厳
重
に

行

わ
れ
て
い
た
が
、
特
に
戦
争
状
態
と
い
う
非
常
時
に
は
、
更
に
厳
重
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は

『墨
子
』
備
城
門
以
下
の
諸
篇

に
み

中
国
古
代
の
都
市
生
活
に
関
す
る
法
慣
習
寸
描

五



六

え

る

。

三

都
市
生
活
の
安
寧
に
つ
い
て

都
市
生
活
に
お
け
る
秩
序
維
持
の
た
め
、
い
く
つ
か
の
法
的
事
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
『周
礼
』
地
官
、
司
鯱
の
条

に
は
、

「司
鯱
掌
憲
市
之
禁
令
、
禁
其
闘
繍
者
与
其
鯱
乱
者
、
出
入
相
陵
犯
者
、
以
属
遊
飲
食
于
市
者

」

　り
　

と
あ

っ
て
、
市
場

の
管
理
者
で
あ
る
司
市
も
と
に
あ

っ
て
、
市
場
中
で
、
争

い
ご
と
を
し
た
り
、
大
声

で
ど
な

る
よ
う
な
乱
民
や
、
市

場

で
の
出
入
で
き
ま
り
を
や
ぶ
る
者
や
、
な
ま
け
て
働
か
な

い
で
遊
食
を
し
た
り
す
る
罷
民
に
対
し
て
、
お
と
が

め
を
行
い
、
若
し
止

め
な
い
な
ら
ば
捕
え
て
鞭
打
ち
を
行

っ
て
い
る
。
ま
た
司
稽
は
、

「司
稽
掌
巡
市
、
而
察
其
犯
禁
者
与
其
不
物
者
而
搏
之
。
」

と
あ

っ
て
、
市
場
中

の
不
物
者
、
す
な
わ
ち
衣
服
や
持
ち
物
が
異
常

に
思
わ
れ
、
常
人
と
異
な
る
者
に
対
し
て
、

こ
れ
を
捕
え
罰
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
市
場
中
に
お
い
て
法
秩
序
を
乱
す
者

に
対
す
る
取
締

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
市
場
に
お
け
る
事
だ
け
で
な
く
、

一
般
の
生
活

の
場
に
あ

っ
て
も
同
様
で
、
『管
子
』
立
政
篇

に
は
、

「
圏
属
羣
徒
不
順
於
常
、
閭
有
司
見
之
、
復
無
時
。」

と
あ

っ
て
、
多
数
の
人
が
異
常
な
行
動
を
行

っ
た
時
に
は
、
閭
の
有
司
が
い
か
な
る
時
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
早
速
、
上
司
に
報
告
す
る

こ
と
が
み
え
る
。
『管
子
』
八
観
篇
に
は
、
八
つ
の
国
情
観
察
を
行

っ
て
、
国
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
の
べ
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
中

に
村
落

の
風
俗
習
慣
を
み
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。

「
入
州
里
、
観
習
俗
、
聴
民
之
所
以
化
其
土
、
而
治
乱
之
国
可
知
也
。
州
里
不
鬲
、
閭
閇
不
設
、
出
入
毋
時
、
早
晏
不
禁
、
則
攘

奪
、
竊
盗
、
攻
撃
、
残
賊
之
民
、
毋
自
勝
矣
、
食
谷
水
、
巷
鑿
井
、
場
圃
接
、
樹
木
茂
、
宮
牆
毀
壊
、
門
戸
不
閉
、
外
内
交
通
、

則
男
女
之
別
、
毋
自
正
矣
。
」



こ
れ
に
よ
る
と
、
村
里
の
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
、
村
里
の
門
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
出
入
に
時
が
定
め
ら
れ
、
早
朝
、
深
夜
の
交
通
が

禁
止
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
生
活
の
安
寧

に
不
都
合
な
こ
と
が
お
こ
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
民
が
勝
手
に
谷
川

の
水
や
、
勝
手
に
巷
中

に
掘

っ
た
井
戸
で
、
水
を
汲
ん
だ
り
、
家
と
家
の
庭
が
く

っ
つ
け
て
い
た
り
、
樹
木
が
茂
げ

っ
て
見
通
し
が
き
き

に
く

い
と
か
、
家
の

塀
が
こ
わ
れ
て
い
た
り
、
門
が
閉
め
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
り
し
て
、
自
由
に
行
き
行
き
で
き
る
状
態
で
は
、
男
女

の
別
が
な
く
な
り
、

男
女
の
問
を
正
し

い
関
係
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
都
市
生
活

の
秩
序
維
持
は
、
国
家
の
側
か
ら
い
え
ば
、

生
活
の
す
べ
て
を
国
家

の
監
視
下
に
置
く
こ
と
か
ら
始
ま
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
は
秦
律
の
中
に
も
み

ら

れ
る
。
『睡
虎
地
秦
簡
』
法
律
答
問

(
一
八
六
)
に

　
　
　

「越
里
中
之
与
它
里
界
者
、
垣
為
完

(院
)
不
為
。
巷
相
直
為
院
、
宇
相
直
不
為
院
。
」

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
他
の
里
と
の
界
に
あ
る
囲
墻
を
こ
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
律
が
あ
る
が
、
こ
の
場

の
囲
墻
が

「院
」
で
あ

る

の
か
ど
う
か
と

い
う
疑
問
に
対
し
て
、
答
問

で
は
両

つ
の
巷
が
相

い
対
し
て
い
る
墻
が
院
で
あ

っ
て
、
両
屋
が
相
対
し
て
い
る
間
の

墻
は
院
で
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
簡
の
文
章
は
、
は

っ
き
り
と
は
解
せ
な
い
が
、
里
を
界
し
て
い
る
墻
を
越
え
る
こ
と
の
場
合
の
よ

う

で
あ
る
が
、
こ
の
律
な
ど
も
都
市
生
活
の
法
律
の

一
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
と
こ
ろ
で
も
見
ら
れ
た
が
、
都
市
内
生
活
で
、
戸
外
で
の
行
動
が
ゆ
る
さ
れ
る
の
は
日
中
だ
け
で
あ

っ
て
、
夜
、
日
が
西
に

没
し
た
時
以
後
、
朝
、
日
が
東
に
の
ぼ
る
直
前
ま
で
、
す
べ
て
の
外
出
が
ゆ
る
さ
れ
ず
、
そ
の
こ
と
を
取
り
締
る
役
人
が

い
た
こ
と
が
、

『周
礼
』
秋
官

の
司
寤
に
み
ら
れ
る
。

「司
寤
氏
掌
夜
時
、
以
星
分
夜
、
以
詔
夜
士
夜
禁
。
禦
晨
行
者
、
禁
宵
行
者
、
夜
遊
者
。
」

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
夜
警
に
あ
た
る
夜
士
な
る
官
吏
が
、
寇
害
や
公
事
に
反
す
る
者
に
備
え
て
、
都
市
内

を
め
ぐ

っ
て
い
た
よ

う

で
あ
る
。

ま
た
、
都
市
生
活
で
は
静
寧
が
も
と
め
ら
れ
た
よ
う
で
、
『周
礼
』
秋
官
銜
枚

に
は
、

中
国
古
代
の
都
市
生
活
に
関
す
る
法
慣
習
寸
描
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八

「銜
枚
氏
掌
司
黜
、
国
之
大
祭
礼
、
令
禁
無
嬲
。
軍
旅
、
田
役
、
令
銜
枚
。
禁
躑
呼
歎
鳴
于
国
中
者
、

行
歌
哭
于
国
中
之
道

者
。
」

と
あ
る
。
銜
枚
と
は
口
に
棒
を
横

に
か
ま
せ
て
、
し
ゃ
べ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
意
の
名
を

つ
け
た
官
吏

で
、
こ
れ
は
国
事
に
つ

い
て
、
や
か
ま
し
く
議
論
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
、
国

の
天
地
宗
廟

の
祭
り
の
時

に
、
そ
の
祭
礼
に
た
つ
さ
わ

る
者
が
、
や
か
ま
し

く

し
ゃ
べ
る
こ
と
が
、
鬼
神
を
敬
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
し
て
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
軍
事
行
為
や
田
役

の
時
に
も
、
や
は
り
や

か
ま
し
く
し
ゃ
べ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
軍
役

の
時
に
は
相
手
に
さ
と
ら
れ
な
い
よ
う
に
行
動
す
る
た
め
に
、
静
か
に
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
半
は
、
国

の
政
治
、
祭
事
、
軍
事

に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
後
半
は
、
城
内
に
あ

っ

て
、
大
声
で
話
し
た
り
、
歌

っ
た
り
す
る
こ
と
と
、
哭
し
た
り
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
『周
礼
正
義
』

の
疏

に
引
か
れ
た
恵

　ほ
　

士
奇
の
説
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
国
の
大
祭
礼

の
時
に
関
す
る
も
の
で
、
宵
戚
が
車
か
ら
お
り
て
歌

っ
た
と
あ

っ
て
、
師
田

祭
礼
で
な
け
れ
ば
歌
哭
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
声
で
わ
め
い
た
り
、
歌
哭

す
る
こ
と
は
、
多
く

の
人
を
ま
ど
わ
し
、
ま
ち
が

っ
た
方
向
に
相
感
動
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
も

よ
い
。

城
内

の
静
寧
は
音
声
だ
け
で
な
く
、
行
動
に
お
い
て
も
同
様
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
『周
礼
』
秋
官

の
禁
暴
氏
に
よ
れ
ば
、

「禁
暴
氏
掌
禁
庶
民
之
乱
暴
力
正
者
、
橋
誣
犯
禁
者
、
作
言
語
而
不
信
者
、
以
告
而
誅
之
。
」

と
あ

っ
て
、
庶
民
の
好
ん
で
暴
力
行
為
を
行

っ
た
り
、
力
つ
く
で
正
を
得
た
り
、
い
つ
わ

っ
て
誣
告
を
し
た
り
、
造
言
卑
語
で
衆
を
ま

ど
わ
す
よ
う
な
者
を
禁
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
国
家
治
政
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
秩
序

を
み
だ
す
不
逞
な
行

為

で
あ

っ
た
。
し
か
し
余
り
に
、
国
家
側
の
取
り
締
り
が
厳
し
か

っ
た
り
す
る
と
、
『国
語
』
周
語
上

に
見
え
る

よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
は
、

「属
王
虐
、
国
人
謗
王
。
邵
公
告
日
、
民
不
堪
命
矣
。
王
怒
、
得
衛
巫
、
使
監
謗
者
、
以
告
、
則
殺
之
。
国

人
莫
敢
言
、
道
路
以

目
。
王
喜
、
告
邵
公
日
、
吾
能
弭
謗
矣
、
乃
不
敢
言
。
邵
公
日
、
是
障
之
也
。
防
民
之
口
、
甚
於
防
川
、
川
壅
而
潰
、
傷
人
必
多
、



民
亦
如
之
。
是
故
為
川
者
、
決
之
使
導
、
為
民
者
宣
之
使
言
。
故
天
子
聴
政
、
使
公
卿
至
於
列
士
献
詩
、
瞽

献
曲
、
史
献
書
、
師

箴
、
嫂
賦
、
矇
誦
、
百
工
諌
、
庶
人
伝
語
、
近
臣
尽
規
、
親
戚
補
察
、
聲
、
史
教
誨
、
老
、
艾
修
之
、
而
後

王
斟
酌
焉
、
是
以
事

行
而
不
悖
。
民
之
有
口
、
猶
土
之
有
山
川
也
、
財
用
於
是
乎
出
。
猶
其
原
隰
之
有
衍
沃
也
、
衣
食
於
是
乎
生
。
口
之
宣
言
也
、
善

敗
於
是
乎
興
、
行
善
而
備
敗
、
其
所
以
阜
財
用
、
衣
食
者
也
。
夫
民
慮
之
於
心
而
宣
之
於
口
、
成
而
行
之
、
胡
可
壅
也
。
若
壅
其

口
、
其
与
能
幾
何
。
王
不
聽
、
於
是
国
莫
敢
出
言
。
三
年
、
乃
流
王
於
麁
。L

と
あ
る
。
こ
れ
は
西
周
王
朝
の
属
王
の
悪
政
に
つ
い
て
の
べ
、
結
局
の
と
こ
ろ
王
が
麁
に
追
わ
れ
た
と
い
う
共
和
政
治
に
関
す
る

一
説

話

で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
属
王
の
時

の
話
で
あ
る
か
ど
う
か
不
明
で
、
儒
家
的
な
聖
王
に
対
局
す
る
悪
王

と
し
て
の
話
と
し
て

つ
く
ら
れ
た
説
話
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
『周
礼
』

の
文
か
ら
考
え
て
、
先
秦
時
代

に
は
、
政
治
に
対
す
る
言
葉

に
よ
る

誹
謗
に
対
し
て
の
弾
圧
が
あ

っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
説
話
も
そ
の

一
面
を
述

べ
て
い
る
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
属
王
の
虐
政

に
対
し
て
、
国
人
が
王
を
誹
謗
し
た
の
で
、
王
は
神
霊
を
身
に
も

っ
て
い
る
た
め
、
謗
言

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
誰
が
云

っ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
衛
の
巫
人
を
使

っ
て
、
謗
言
者
を
さ
が
し
て
、

こ
れ
を
殺
し
た
の
で
、

町

の
中

の
人
々
は
敢
え
て
口
で
物
を
云
わ
な
く
な
り
、
目
く
ば
せ
で
意
志
を
通
じ
合
う
よ
う
な
状
態
に
な

っ
た
と
云

っ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
説
話

の
中
で
王
の
卿
士
で
あ
る
邵
公
な
る
人
が
、
「民

の
口
あ
る
は
、
猶
、
土

(地
)
に
山
川
が
あ
る
が
ご

と
き
な
り
」
と
云

っ

て
い
る
よ
う
に
、
謗
言
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別

に
し
て
も
、
民
の
口
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
の
不
自
然
さ
を
の
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
み

れ
ぼ
、
国
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
、
『周
礼
』
に
云
う
と
こ
ろ
の
暴
言
誹
謗
が
禁
止
さ
れ
る
行
為
で
あ

っ
て
、
普
通

の
町

で
の
話
ま
で
禁
止
の
対
象
と
な

っ
て
い
な
い
と
考
え
て
よ
い
。

三

道
路

・
交
通

に
つ
い
て
の
規
制

城
郭
都
市
内

の
交
通
に
つ
い
て
も
、
秩
序
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在

の
と
こ
ろ
二
里
頭
期
文
化
末
期
に
比
定
さ
れ

中
国
古
代
の
都
市
生
活
に
関
す
る
法
慣
習
寸
描

九



一
〇

る
河
南
省
偃
師
県
尸
郷
溝
の
僵
師
商
城
の
城
内
に
、
城
門
か
ら
城
門

に
い
た
る
城
内
道
路
が
整
備
さ
れ
て
い
る
の
を
初
め
と
し
て
、
先

秦
時
代

の
城
郭
都
市

に
は
、
縦
横

に
道
路
が

つ
く
ら
れ
て
い
た
。
『周
礼
』
秋
官
の
野
廬
氏
の
条
に
は
、

「
野
廬
氏
掌
達
国
道
路
、
至
于
四
畿
、
比
国

・
郊

・
及
野
之
道
路
、
宿
息
、
井
、
樹
。
若
有
賓
客
、
則
令
守
淙
地
之
人
聚
榛
之
、

有
相
翔
者
則
誅
之
。
凡
道
路
之
舟
車
醫
互
者
、
敘
而
行
之
。
凡
有
節
者
及
有
爵
者
至
、
則
為
之
辟
。
禁
野
之
横
行
徑
踰
者
。
凡
国

之
大
事
、
比
脩
除
道
路
者
、
掌
凡
道
禁
。
邦
之
有
大
師
、
則
令
掃
道
路
、
且
以
幾
禁
行
作
不
時
者
、
不
物
者
。
」

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
野
廬
氏
は
国
の
道
路
を
管
理
す
る
官
で
、
都
市
か
ら
郊
外
、
畿
に
至
る
問
の
道
路
と
、

そ
れ
に
附
属
す
る
宿

舎
、
水
飲
み
と
食
事
を
提
供
す
る
井
、
日
陰
げ
を

つ
く
る
街
路
樹

の
ご
と
き
も
の
な
ど
を
い
つ
も
管
理
し
て
い
た
。
街
路
樹
に
つ
い
て

は
、
『国
語
』
周
語
中
に
も
み
え
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
「周
制
有
之
日
、
列
樹
以
表
道
、
五
鄙
食
以
守
路
。」
と
あ

っ
て
、
道
に
樹
え
て

道
路

の
標
識
に
す
る
こ
と
が
周
制
で
あ
る
と
み
え
る
。
漢
代
の
画
像
石
の
車
馬
出
行
図
な
ど
の
場
面
で
、
道
路
の
側
に
樹
木
の
表
現
な

ど

が
あ
る
の
は
、
そ
の
伝
統
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
現
在
の
中
国
で
も
道
路

の
両
側
に
木
が
み
ら
れ
る
の
は
、
若

し
か
し
た
ら
中
国
古

来

か
ら
の
伝
統
の
中
の
姿
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　お
　

道
路
が
混
み
合

っ
て
、
車
と
車
の
車
軸

の
端
に
あ
る
轂

(車
轄
)
が
ぶ
つ
か
り
合
う
よ
う
な
こ
と
が
起
れ
ば
、
交
通
整
理
を
行

っ
て

順
序
よ
く
交
通
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
行
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
舟
の
こ
と
に
も
文
が
及
ん
で
い
る
の
で
、

若
し
か
し
た
ら
水
上

交

通
に
お
い
て
も
同
様
に
交
通
整
理
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
外
に
、
野
で
の
交
通
で
あ
る
が
、
道
路

で
な
く
、
み
だ
り

に
田
中
を
い
っ
た
り
、
横
道
を
足
早
に
い
っ
た
り
、
溝
渠
の
と
こ
ろ
で
、
橋
架
を
渡
た
ら
ず
越
え
て
い
っ
た
り
す
る
こ
と
も
、
正
常
な

交

通
に
反
す
る
の
か
禁
ぜ
ら
れ
、
野
廬
氏
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
取
り
締
ま

っ
て
い
た
。

道
路
の
清
掃
も
大
切
な
仕
事
で
、
特

に
国
の
大
事

で
あ
る
征
伐
、
巡
守
、
田
猟
、
天
地
の
郊
祀
、
王
の
親
行
に
際
し
て
、
道
路
及
び
、

そ
れ
に
属
す
る
宿
舎
の
整
備

・
清
掃
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
道
路
は
多
く
の
人
が
往
来
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
不
審
な
人
を
監
視

す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
は
、
野
廬
氏
に
よ
れ
ば

「道
禁
」
と
さ
れ
る
も
の
で
、
注

に
よ
れ
ば
、
布
を
も

っ
て
顔
を
お
お



う
者
、
即
ち
覆
面
を
し
た
者
や
、
武
器
を
持

っ
た
者
、
朝
早
く
、
夕
暮
よ
り
以
後

に
行
動
す
る
者
、
衣
服
が
異
常

な
者

に
対
し
て
の
監

視

の
こ
と
が
云
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
道
路
を
ど
の
よ
う

に
歩
く
の
が
、
礼
に
か
な
う
行
動
と
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
『礼
記
』
王
制
に
よ
れ
ば
次

の
よ
う
に
云
わ
れ
て
い
る
。

「男
子
由
左
、
婦
人
由
右
。
車
従
中
央
。
父
之
歯
隨
行
、
兄
之
歯
雁
行
、
朋
友
不
相
踰
。
軽
任
并
、
重
任
分
、
班
白
不
提
黎
。
」

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
城
内
の
道
の
歩
き
方
が
定
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
中
央
の
車
道
を
は
さ
ん
で
、
男
子
は
左
側
を
、
婦
人
は
右
側
を
歩

く

こ
と
に
な

っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
集
団
で
歩
く
と
き
、
父
親
と
そ
の
同
排
行
の
人
は
年
齢
順
に
、
後
か
ら

つ
い
て
い
き
、
兄

弟

の
時
は
、
そ
の
年
齢
順
に

「
八
」
字
型
に
斜
め
後
に
従

っ
て
い
き
、
友
達
同
志

の
時
に
は
、
お
互
い
に
前

・
後

に
な
ら
な
い
よ
う
に

歩

く
。
ま
た
、
荷
物
を
担
う
と
き
は
、
そ
の
重
さ
の
軽
重
を
考
え
て
、
老
少
者
は
軽
き
も
の
を
担

っ
て
い
る
。
こ
の
歩
き
方
は
、
儒
者

の
い
う
礼
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
歩
行
の
方
法
に
近

い
慣
習
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

道
路
管
理
に
つ
い
て
も
定
め
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
『周
礼
』
秋
官
に
み
え
る
修
閭
氏
は
城
内
の
交
通
管
理
を
行

っ
て
い
た
よ
う
で
、

「
禁
徑
踰
者
、
与
以
兵
革
趨
行
者
、
与
馳
騁
於
国
」
は
、
皆
、
国
中
の
民
を
惑
わ
す
行
為
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
通
行
を

禁

止
さ
れ
て
い
る
側
道
な
ど
の
道
路
を
行
く
者
、
車
で
武
装
を
し
て
早
く
い
く
こ
と
、
あ
る
い
は
城
内
を
早
く
走

っ
て
い
く
よ
う
な
こ

と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
同
じ
く

『周
礼
』
秋
官

の
野
廬
氏

の
条
に
も
み
ら
れ
、
城
内
だ
け
で
な
く
、
城
外
の
野
に
お
い
て

も
同
様
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

道
路
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
『国
語
』
周
語
中
に
定
王
が
單
襄
公
を
し
て
宋

に
聘
せ
し
め
、
更
に
楚
に
い
っ
た
時
の
様
子
が
次
の
よ

う

に
書
か
れ
て
い
る
。

「定
王
使
単
襄
公
聘
於
宋
。
遂
仮
道
於
陳
、
以
聘
於
楚
。
火
朝
覿
矣
、
道
弗
不
可
行
、
候
不
在
疆
、
司
空
不
視
塗
、
沢
不
陂
、
川

不
槊
、
野
有
庚
積
、
場
功
未
畢
、
道
無
列
樹
、
墾
田
若
薮
、
餾
宰
不
致
餔
、
司
里
不
授
館
、
国
無
寄
寓
、
県
無
施
舎
、
民
将
築
台

中
国
古
代
の
都
市
生
活
に
関
す
る
法
慣
習
寸
描
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一
二

於
夏
氏
。
L

と
あ

っ
て
、
道
路
な
ど
の
管
理
が
悪

い
こ
と
が
の
べ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
道
路
を
管
理
す
る
司
空
な
る
官
吏
が
、
道
路
を
調

べ
て
い

な

い
こ
と
や
、
道
路
に
樹
林
、
即
ち
街
路
樹
の
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
文

の
す
ぐ
後
に
、
「夏
令
日
、
九
月
除

道
、
十
月
成
梁
」
と
あ

っ
て
、
周
が
よ

っ
て
い
る
夏
后
氏
の
令
で
は
、
九
月
に
道
路
整
備
が
行
わ
れ
、
十
月
に
川

の
橋
梁
整
備
が
行
わ

れ
る
こ
と
が
み
え
る
。
続

い
て
次
の
よ
う
な
文
も
み
ら
れ
る
。

「周
制
有
之
日
、
列
樹
以
表
道
、
立
鄙
食
以
守
路
。
」

こ
れ
に
よ
る
と
、
先
き
に
み
え
た
街
路
樹
を
植
え
る
こ
と
が
周
制
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
韋
昭

の
注
に
よ
れ
ば

、
列
樹
は
道
を
あ
ら

わ
す
た
め
に
し
、
且

つ
、
城
を
守
る
た
め
の
用
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
外
、
道
路
を
守
る
た
め
に
鄙
に
あ

っ
て
、
十
里
ご
と
に
お

か
れ
た
廬
に
、
飲
食
が
置
か
れ
て
い
て
、
道
路
整
備

に
あ
た
る
人
々
に
対
し
て
万
全
の
処
置
を
と

っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
道
路

整

備
が
行
な
わ
れ
な

い
と
、
国
と
し
て
先
王
の
法
制
を
す
て
た
こ
と
に
あ
た
り
、
非
常

に
困

っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は

『国

語
』
周
語
中
に
、

「今
陳
国
道
路
不
可
知
、
田
在
草
間
、
功
成
而
不
收
、
民
罷
於
逸
楽
、
是
棄
先
王
之
法
制
也
。」

と
あ

っ
て
、
陳
国
の
様
子
が
書

か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ぼ
、
道
路
管
理
が
悪
く
て
、
道
が
ど
こ
に
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う

情

況
の
危
険
性
を
の
べ
て
い
る
。

四

火
災
に

つ
い
て

多
く
の
人
々
が
生
活
す
る
都
市
に
お
い
て
、
災
害
が
お
こ
る
こ
と
は
、
人
々
の
生
活
を
お
び
や
か
す
だ
け
で
な
く
、
都
市
そ
の
も
の
、

ひ

い
て
は
国
そ
の
も
の
に
ま
で
危
険
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
災
害

の
中
で
、
火
災
は
特

に
注
目
さ
れ
る
。
『春
秋
左
氏
伝
』
昭

公
十
八
年
の
条

に
、
次
の
よ
う
な
話
し
が
み
え
る
。



「
夏
五
月
、
火
始
昏
見
。
丙
子
風
。
梓
慎
日
是
謂
融
風
、
火
之
始
也
。
七
日
其
火
作
乎
。
戊
寅
風
甚
。
壬
午
大
甚
。
宋

・
衛

・
陳

・
鄭
皆
火
。
梓
慎
登
大
庭
之
庫
以
望
之
、
日
宋

・
衛

・
陳

・
鄭
也
。
数
日
皆
来
告
火
。
......
(中
略
)
…
…
火
作
、
(鄭
)
子
産

辞
晋
公
子
、
公
孫
于
東
門
、
使
司
寇
出
新
客
、
禁
旧
客
勿
出
於
宮
。
使
子
寛
、
子
上
巡
羣
屏
攝
、
至
于
大
宮
、
使
公
孫
登
徙
大
亀
、

使
祝
史
徒
主
柘
於
周
廟
、
告
於
先
君
。
使
府
人
、
庫
人
各
恭
其
事
。
商
成
公
恭
司
空
、
出
旧
宮
人
、
賓
諸
火
所
不
及
。
司
馬
、
司

寇
列
居
火
道
、
行
火
所
掀
。
城
下
之
人
伍
列
登
城
。
明
日
、
使
野
司
寇
各
保
其
徴
、
郊
人
助
祝
史
、
除
於
国
北
、
禳
火
于
玄
冥
、

回
禄
、
祈
于
四
躑
。
書
焚
室
而
寛
其
征
、
与
之
材
。
三
日
哭
、
国
不
市
。
使
行
人
告
於
諸
侯
。
宋
、
衛
皆
如
是
。
陣
不
救
火
、
許

不
弔
災
、
君
子
是
以
知
陳
、
許
之
先
亡
也
。
......
(中
略
)
…
…

七
月
、
鄭
子
産
為
火
故
、
大
爲
社
、
被

禳
於
四
方
、
振
除
火
災
、
礼
也
。
乃
簡
兵
大
蒐
、
将
為
蒐
除
。
......
(中
略
)
…
…

火
之
作
也
、
子
産
授
兵
登
睥
。
子
大
叔
日
、
晋
無
乃
討
乎
。
子
産
日
、
吾
聞
之
、
小
国
忘
守
則
危
、
況
有
災
乎
。
国
之
不
可
小
、

有
備
故
也
。
既
、
晋
之
辺
吏
讓
鄭
日
、
鄭
国
有
災
、
晋
君
、
大
夫
不
敢
寧
居
、
卜
筮
走
望
、
不
愛
牲
玉
。
鄭
之
有
災
、
寡
君
之
憂

也
。
今
執
事
擱
然
授
兵
登
陣
、
将
以
誰
罪
。
辺
人
恐
懼
、
不
敢
不
告
。
子
産
対
日
、
若
吾
子
之
言
、
敝
邑
之
災
、
君
之
憂
也
。
敝

邑
失
政
、
天
降
之
災
、
又
懼
讒
慝
之
問
謀
之
、
以
啓
貪
人
、
荐
為
敝
邑
不
利
、
以
重
君
之
憂
。
幸
而
不
亡
、
猶
可
説
也
、
不
幸
而

亡
、
君
雖
憂
之
、
亦
無
及
也
。
鄭
有
他
竟
、
望
走
在
晋
。
既
事
晋
矣
、
其
敢
有
二
心
。
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
前
五
二
四
年
に
あ
た
る
周
の
景
王
二
十

一
年

の
夏
五
月
に
、
大
火

(さ
そ
り
座

の
ア
ン
タ
レ
ス
)
が
日
暮
れ
に
見
え

て
き
た
が
、
こ
れ
は
融
風
と
い
う
火
を
お
こ
す
風
を
吹
か
せ
る
こ
と
に
な
り
、

つ
い
に
宋
、
衛
、
陳
、
鄭
の
都
城

で
火
災
が
お
こ

っ
た

と

い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
火
災
に
際
し
、
鄭
国
で
と
ら
れ
た
行
動
が
み
ら
れ
、
災
害

に
対
す
る
国

の
処
置
の
仕
方
が
わ
か
る
。

火
災
が
お
こ
る
と
、
鄭

の
子
産
は
、
先
ず
国
に
来

て
い
た
他
国
の
人

(晋
の
公
子

・
公
孫
)
を
城
の
東
門
よ
り
城
外
に
出
し
、
危
険

か
ら
遠
ざ
け
て
い
る
。
ま
た
司
寇
を
し
て
、
新
し
く
来
た
客
を
城
外
に
出
る
こ
と
を
行

い
、
昔
か
ら
来
て
い
る
他

の
諸
侯
の
大
夫
た
ち

は
、
住
居
か
ら
外
出
し
な

い
よ
う
な
処
置
を
と
っ
て
い
る
。

一
方
、
城
内

で
の
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
る
祖
廟
に
火
が
及
ば
な
い
よ
う
に

中
国
古
代
の
都
市
生
活
に
関
す
る
法
慣
習
寸
描
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一
四

は
か
り
、
木
主
を
周
廟
に
あ
る
石
函
で
あ
る
柘
に
合
祀
し
て
い
る
。
城
内

の
防
災
の
為
、
司
馬
、
司
寇
の
官
吏
が
火
災
の
と
こ
ろ
に
い

て
、
火
を
防
ぎ
、
火
事
場
泥
棒
を
取
り
締
ま

っ
た
り
、
火
災

に
あ

っ
た
と
こ
ろ
の
救
済
を
行

っ
た
。

一
方
、
多
く

の
人
手
が
必
要
で
あ

っ
た
の
で
、
城
外

の
郷
中
の
正
卒
を
部
位
を
な
し
て
登
城
し
て
き
て
、
城
内
の
警
備

に
あ
た

っ
て
い
る
。
火
災
の
お
こ
っ
た
次
の
日
に

は
郊
外
の
司
寇
が
そ
の
指
揮
を
と

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
的
な
防
災
の
外
、
神
々
の
加
護
を
祈
る
た
め
、
郊
人
と
祝
人
が
共
に
、

北

の
城
外
で
も
祭
祀
の
壇
を
つ
く

っ
て
、
水
神
で
あ
る
玄
冥
や
、
火
神
で
あ
る
回
禄

に
、
火
を
穣
う
祈
り
を
行

い
、
ま
た
、
城
の
四
壁

　け
　

に
お
い
て
火
の
残
り
火
の
災
い
を
防
ぐ
こ
と
を
祈

っ
て
い
る
。
火
災
後

の
処
置
と
し
て
、
焼
失
し
た
建
築
物
を
国

に
報
告
し
て
、
賦
税

の
減
免

と
復
興
の
た
め
の
建
築
材
を
支
給
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
は
三
日
間
、
哭
し
、
市
場
を
閉
鎖
し
て
憂
戚
を
示
し
て
い
る
。

一
方
、

諸

国
に
対
し
て
火
災
の
あ

っ
た
こ
と
の
報
告
を
し
て
い
る
。

以
上
の
様
子
を
み
る
と
、
火
災
は
お
互
い
に
大
き
な
被
害
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
防
火
処
置
な
ど
を
し
て
置
く

こ
と
が
必
要
に
な

っ
て
く
る
。
以
下
は
城
攻
め
の
時
の
話
し
で
は
あ
る
が
、
少
し
参
考
に
な
る
。
『墨
子
』
備
城
門
篇
に
、

「故
凡
守
城
之
法
、
備
城
門
為
県
門
沈
機
、
長
二
丈
、
広
八
尺
、
為
之
両
相
如
、
門
扇
数
令
相
接
二
寸
、
施
土
扇
上
、
無
過
二
寸
。

…

(中
略
)
…
救
熏
火
、
為
烟
矢
火
城
門
上
、
鑿
扇
上
為
材
、
塗
之
、
持
水
麻
斗
、
革
盆
救
之
。
門
扇
薄
植
皆
鑿
半
寸
、

一
琢

弋
、

弋
長
二
寸
、
見

一
寸
、
相
去
七
寸
、
厚
塗
之
以
備
火
、
城
門
上
所
鑿
以
救
門
火
者
、
各

一
垂
水
、
容
三
石
以
上
、
小
大
相
雑
。
し

と
み
え
る
。
こ
れ
は
敵
の
門
攻
め
を
防
ぎ
、
門
扇
が
焼
け
な
い
よ
う
、
厚
さ
二
寸

に
泥
を
塗
る
こ
と
を
云

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
城

攻
撃

で
、
も

っ
と
も
象
徴
的
な
の
は
門
攻
め
で
あ
る
。
こ
の
た
め
城
門
の
備
え
は
重
厚
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
後
半
部
の
文
で
は
、
火

矢

を
も

っ
て
城
門
を
焼
こ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
す
る
も
の
で
、
こ
れ
も
同
様

に
門
扇
に
泥
を
塗

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
燃
え
や
す

い
も
の
に
、
あ
ら
か
じ
め
な
ん
ら
か
の
防
衛
策
が
と
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
『墨
子
』
号
令
篇

に
は
、

「諸
竈
必
為
屏
、
火
突
高
出
屋
四
尺
。
慎
無
敢
失
火
、
失
火
者
斬
其
端
、
失
火
以
為
乱
事
者
車
裂
、
伍
人
不
得
、
斬
。
得
之
、
除
。

救
火
者
無
敢
讙
譁
、
及
離
守
絶
巷
救
火
車
斬
。
其
正
及
父
老
有
守
此
巷
中
部
吏
、
皆
得
救
之
、
部
吏
亟
令
人
謁
之
大
将
、
大
将
使



信
人
将
左
右
救
之
、
部
吏
失
不
言
者
斬
。
諸
女
子
有
死
罪
及
坐
失
火
皆
無
有
所
失
、
逮
其
以
火
為
乱
事
者
如

法
。
L

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
城
内
に
あ
る
各
家
の
竈

に
は
防
火
壁
を

つ
く
り
、
煙
突
も
高
く
屋
根
上
か
ら
四
尺
で

て
い
る
こ
と
を
求
め
、

よ
り
注
意
を
し
て
火
事
を
だ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
火
事
を
だ
し
た
場
合
は
、
そ
の
火
元
に
な

っ

た
者
は
斬
罪
に
な
り
、
ま
た
失
火
を
利
用
し
て
乱
を
起
こ
し
た
者
は
車
裂

の
刑

に
処
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
事

を
お
こ
し
た
人
の
属

す

る
五
人
組
が
、
そ
の
人
を
捕
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ぼ
、
五
人
組
は
斬
刑

に
処
せ
ら
れ
る
。
若
し
捕
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
五

人
組
は
罪
を
免
ぜ
ら
れ
る
。
消
火
に
あ
た

っ
て
は
、
や
か
ま
し
く
騒
ぎ
た
て
て
は
い
け
な
い
し
、
若
し
騒
ぎ
た
て
た
り
、
守
場
を
離
れ

た

り
、
街
路
で
消
火
を
防
げ
る
者
は
斬
刑

に
あ
た
る
。
城
を
守
備
し
て
い
る
里
正
や
父
老
、
街
を
守
る
部
吏
た
ち
は
、
皆
、
消
火
に
あ

た
り
、
部
吏
は

一
早
く
大
将
に
報
告
し
、
大
将
は
使
者
を
派
遣
し
て
、
部
下

に
命
じ
て
消
火
に
あ
た
ら
せ
る
。
部
吏
で
報
告
を
お
こ
た

っ
た
者
は
斬
刑
さ
れ
た
。
若
し
、
失
火
の
責
任
を
と
ら
な
け
れ
ば

い
け
な

い
場
合
は
、
た
と
え
女
で
も
同
じ
く
、

上
は
死
刑
か
ら
、
失

火

の
責
任
の
度
合

い
に
従
い
、
ま
た
火
災
に
ま
ぎ
れ
て
乱
を
お
こ
す
と
き
も
、
そ
れ
ぞ
れ
法
に
従

っ
て
処
刑
さ
れ
た
。

以
上
は
、
『墨
子
』
の
文

で
あ
る
か
ら
、
敵
が
攻
め
て
く
る
と
い
う
情
況

で
の
規
定
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
厳
し

い
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
平
時

の
時
は
ど
の
よ
う
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
秦

の
戦
国
時
代

末

の
例

で
あ
る
が
、

『睡
虎
地
秦
簡
』
の
法
律
答
問
に
次

の
よ
う
な
こ
と
が
み
え
る
。

「旛
火
延
燔
里
門
、
当
貲

一
盾
。
其
邑
邦
門
、
貲

一
甲
。」

(
一
六
〇
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
失
火
を
し
て
、
そ
れ
が
延
焼
し
て
里
門
を
焼
い
た
時

の
罰
は
盾

一
つ
分
で
あ
り
、
若
し
邑

の
城
門
を
焼

い
て
し
ま

っ

た
ら
、
罰
は

一
甲
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
法
律
答
問
に
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

「舍
公
官

(館
)
、
旛
火
燔
其
舍
、
雖
有
公
器
、
勿
責
。

●
今
舍
公
官

(館
)、
旛
火
燔
其
段

(假
)
乗
車
馬
、
当
負
不
当
出
、
当

出
之
。
」
(
一
五
九
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
官
府
の
館
舎
に
住
ん
で
い
て
、
失
火
で
建
物
が
焼
失
し
た
時
、
そ
の
中
に
官
有

の
器
物
が
あ

っ
た
と
き
は
、
賠
償
さ

中
国
古
代
の
都
市
生
活
に
関
す
る
法
慣
習
寸
描
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五



一
六

せ
ら
れ
な
い
が
、
も
し
そ
の
時
、
借
用
し
て
い
る
車
馬
に
火
が
及
ん
で
焼
け
た
と
き
は
、
賠
償
す

べ
き
か
ど
う
か
を
問
う
て
い
る
。
そ

の
答
え
は
賠
償
す
べ
し
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
館
舎
を
失
火
で
焼
い
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
対
す
る
罰

則
規
定
が
み
え
な
い

が
、
多
分
、
別

に
規
定
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
唯
、
館
舎

の
中
に
あ

っ
た
器
物
の
こ
と
だ
け
が
問

答
の
対
象
と
な

っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
少
し
軽
罪

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
二
簡
に
み
え
る
火
災
に
関
す
る
法
は
、
秦
帝
国
成
立
直
前
の
、
且

つ
平
時
の
も
の
で
あ
る
が
、
『墨
子
』

に
み
え
る
戦
時

の
も

の
と
比
較
し
て
み
る
と
、
少
し
平
時
と
は
い
え
、
更
に
、
共
同
体
の
出
入
口
で
あ
る
重
要
な
門
は
、
相
当
厳
し
く
管
理
さ
れ
て
い
た
場

所

で
あ
り
、
『墨
子
』
備
城
門
篇

で
は
、
特

に
火
災

に
対
し
て
の
防
護
策
が
と
ら
れ
て
い
た
ぐ
ら

い
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
が

『墨
子
』

と
比
較
す
る
と
、
秦
律
は
盾

・
甲
ぐ
ら
い
の
罪
金

(物
)
刑
で
す
む
と
い
う

の
は
軽
す
ぎ
る
と
思
う
。
『墨
子
』

の
時
代
と
秦
律

の
時

代

の
時
間
的
な
差
な
の
か
、
そ
れ
と
も
秦
と
い
う
国
の
問
題
な
の
か
、
こ
の
点
、
史
料
不
足
で
な
ん
と
も
云
え
な

い
。
こ
の
点
は
秦
律

全
体
の
性
格

に
つ
い
て
の
問
題
に
ま
で
か
か
わ

っ
て
く
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
の
解
明
を
待
ち
た
い
。

五

都
市
内
の
保
健

・
衛
生

多
人
数

の
生
活
で
は
、
保
健

・
衛
生
に
か
か
わ
る
行
為
も
注
見
さ
れ
る
。
若
し
、
病
気
な
ど
が
蔓
延
し
た
り
す

る
と
、
都
市
生
活
を

根
底
か
ら
お
び
や
か
し
、
国
家
そ
の
も
の
ま
で
影
響
が
及
ん
で
く
る
。
『周
礼
』
秋
官

の
赤
髪
氏
に
よ
れ
ば
、

「赤
髪
氏
掌
除
牆
屋
、
以
蜃
炭
攻
之
、
以
灰
洒
毒
之
、
凡
隙
屋
、
除
其
貍
虫
。」

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
赤
髪
氏
は
宗
廟

・
官
府
の
建
物
に
つ
く
虫
の
害
を
除
く
こ
と
に
あ
た
り
、
貝
殻
を
焼

い
て
そ
の
灰
を
建
物

に
か
け
て
、
虫
を
追

ひ
、
同
時

に
湿
気
を
防
ぐ
の
に
役
立

つ
。
ま
た
牆
壁
が
こ
わ
れ
て
隙
間
が
生
じ
て
、
そ
の
中

に
住
む
小
動
物
を
徐

く

こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
宗
廟

・
官
府

の
建
物
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、

一
般
の
住

民
の
建
物
も
同
じ
こ

と
が
い
え
る
と
考
え
て
よ

い
。
同
じ
く
秋
官
に
み
え
る
庶
氏
も
、



「庶
氏
掌
除
毒
蠱
、
以
攻
説
檜
之
、
以
嘉
草
攻
之
。
」

と
あ
る
。
人
に
害
を
与
え
る
虫
を
除
く
た
め
に
、

一
つ
は
神

に
祈

っ
て
な
く
す
こ
と
と
、
も
う

一
つ
は
薬
草
を
く
す
べ
て
、
虫
を
燻
除

　お
　

し
て
い
る
。
博
山
炉
は
こ
の
た
め
の
香
炉
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
先
き
に
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
似

た
も
の
に
、
翦
氏
が

あ

る
。
こ
の
官
は
、

「翦
氏
掌
蠧
物
、
以
攻
禁
攻
之
、
以
莽
草
熏
之
。」

と
あ
り
、
庶
氏
が
人
に
つ
く
虫
害
を
防
ぐ
こ
と
を
行

っ
た
の
に
対
し
、
翦
氏
は
器
物
に
つ
く
虫
を
除
く
こ
と
を
行

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
住
居
、
器
物
、
人
に

つ
く
虫

の
害
を
除
く
こ
と
を
専
門

に
す
る
官
吏
が
い
る
こ
と
は
、
生
活

で
の
保
健
衛
生
面
で

重
要
な
こ
と
で
あ

っ
た
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
都
市
全
体
の
衛
生
を
管
理
し
て
い
た
の
は
、
蜷
氏
で
、
『周
礼
』
秋
官

の
そ
の
条
に
は
、

「蟷
氏
掌
除
骰
。
凡
国
之
大
祭
祀
、
令
州
里
除
不
躅
。
…

(中
略
)
…
若
有
死
於
道
路
者
、
則
令
埋
而
置
羯
焉
、
書
其
日
月
焉
、

県
其
衣
服
任
器
于
有
地
之
官
、
以
待
其
人
。
掌
凡
国
之
眦
禁
。」

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
蜷
氏
は
死
体
を
衛
生
上
よ
り
取
り
除

い
た
り
す
る
ご
と
く
、
国
の
天
地
を
郊
祭
す
る
と
き
に
は
不
躅
を
除
く

こ
と
を
し
た
り
、
若
し
道
路
上
で
死
ん
だ
人
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
埋
葬
し
、
そ
の
側
に
死
ん
だ
日
月
を
掲
示
し
、

そ
の
人
の
著
け
て
い

た
衣
服
や
持
ち
物
を
そ
の
地
の
官
府
、
す
な
わ
ち
郷
亭

に
か
か
げ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
道
路
上
で
死
ん
だ
無
縁
者
は
、
ほ

っ
て
お
く

と
衛
生
上
問
題
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
臨
時

に
埋
葬
す
る
こ
と
で
、
そ
の
腐
敗
を
人
の
前
に
さ
ら
す
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
が
多
く

の
人
が
生
活
す
る
中
で
は
衛
生
上
絶
対
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
『荀
子
』
王
制

に
も
治
市

(『荀
子
集
解
』

に
よ
れ
ば
、
『周
礼
』
の

野
廬
氏
に
あ
た
る
と
す
る
)
の
事

に
た
ず
さ
わ
る
官
吏
は
、
道
路
の
管
理
に
も
か
か
わ
り
、
「修
採
清
」
と
あ
る
。
『礼
記
集
解
』
に
よ

れ
ば
、
道
路
上
に
あ
る
穢
を
清
潔

に
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
も
都
市
衛
生
に
か
か
わ

っ
た
官
吏
で
あ

っ
た
と
思
う
。

『史
記
』
李
斯
伝
に
よ
れ
ば
、

「商
君
之
法
、
刑
棄
灰
於
道
者
。
夫
棄
灰
、
薄
罪
也
、
而
被
刑
、
重
罰
也
。
彼
唯
明
主
為
深
督
軽
罪
。
」

中
国
古
代
の
都
市
生
活
に
関
す
る
法
慣
習
寸
描
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一
八

と
あ

っ
て
、
商
鞅
の
定
め
た
法
に
、
道
に
灰
を
棄
て
た
者
を
罰
す
る
と
い
う
も
の
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
『塩
鉄
論
』
刑
徳
篇

に
も
、

「
商
君
刑
棄
灰
於
道
、
而
秦
民
治
。」
と
あ
り
、
更
に
、
『史
記
』
商
君
伝
の
集
解

に
引
か
れ
た

『新
序
』

の
佚
文

に
も
同
様
な
こ
と
が

み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
漢
代
に
は
、
商
鞅

の
法
に
棄
灰
の
罪
が
あ

っ
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し

『韓
非
子
』
内

儲
説
上
で
は
、
こ
れ
が

「殷
之
法
」
と

い
う

こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
王
応
麟
が

『困
学
紀
聞
』
巻
十

で

「韓
子
日
、
殷
之
法
、
刑
棄
灰
於
道
者
。
子
貢
以
為
重
、
聞
之
仲
尼
、
仲
尼
日
、
知
治
之
道
也
。
以
商
鞅
之
法
為
殷
法
、
又
詭
於

仲
尼
、
法
家
侮
聖
言
至
此
。」

と
云

っ
て
い
て
、
王
氏
は
法
家

の
儒
家
侮
辱
と
い
う
方
向

に
と
ら
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
灰
を
道
に
棄

て
る
こ
と
が
罰
せ
ら
れ
る
位

の
罪
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
楊
寛
氏
は
、
灰
は
田
の
肥
料
と
す
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
を
道
路
に
棄
て
る

　　
　

こ
と
は
、
商
鞅
の
農
業
生
産
発
展
策
に
関
係
す
る
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
徐
中
舒
氏
は
、
灰
を
道
路

に
棄
て
る
こ
と
は
、

　レ

　

塵
を
道

に
捨
て
る
こ
と
と
同
様

に
、
環
境
衛
生
を
破
壊
す
る
も

の
で
、
人
々
の
許
さ
な

い
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
の
だ

と
解
し
て
い
る
。
私

は
こ
の
徐
氏
の
説
に
よ

っ
て
、
棄
灰
と
は
都
市
生
活

の
上
で
、
人
々
の
目
や
口
に
灰
が
は
い
っ
た
り
し
て
、
人
体

に
害
を
与
え
、
生
活

環
境
を
よ
ご
す
こ
と
に
関
係
し
た
法
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ

い
と
思

っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
多
く
の
人
々
が
生
活
を
し
て
い
く
上
で
、
お
互
に
生
活
を
お
び
や
か
さ
れ
な

い
よ
う
に
注
意

し
な
け
れ
ば

い
け
な

い
。
と
く
に
衛
生
が
悪
い
と
、
病
気
が
流
行
し
て
大
変
な
こ
と
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
単
に
灰
を
捨

て
た
だ
け
と
い
う

軽
罪

で
も
、
罰
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
先
き
に
あ
げ
た

『苟
子
』
王
制

に
み
え
る

「修
採
清
」

と
は
、
ま
こ
と
に
こ

の
棄
灰
の
よ
う
な
行
為
が
あ

っ
た
時
に
、
そ
れ
を
清
掃
す
る
こ
と
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
棄
灰
の
よ
う
な
事
が
度
々
、

　　
　

行

わ
れ
る
の
で
は
困
る
の
で
、
軽
罪
で
も
罰
す
る
と
い
う
法
が
つ
く
ら
れ
て
、
民
を
制
し
た
の
で
あ
ろ
う
。



お

わ

り

に

多
く
の
人
々
が
生
活
す
る
都
市
で
、
生
活
が
無
事
に
行
わ
れ
、
且

つ
国
家
の
側
か
ら
い
え
ば
支
障
な
く
支
配

が
で
き
る
こ
と
が
、
平

時

に
お
い
て
も

っ
と
も
良

い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
国
は
民
を
支
配
下
に
お
い
て
、
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行

い
、
そ
れ
と

共

に
、
民
の
生
産

・
消
費

の
生
活
を
と
ど
こ
お
り
な
く
進
め
る
た
め
、
住
居
の
位
置
を
職
業
に
よ

っ
て
指
定
す
る
よ
う
な
こ
と
を
行

っ

た
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
の
生
活
が
里
な
ど
の
単
位
で
行
わ
れ
、
そ
こ
で
国
家
に
よ
る
管
理
が
行

わ
れ
る
。
特

に
、
門
の

管

理
が
秩
序
維
持
の
最
重
点
と
さ
れ
た
。
門
は
他
世
界
と
の
接
触
を
行
う
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
都
市
内
の
秩
序

に
反
す
る
よ
う
な
者
の
、

都
市

へ
の
出
入
り
を
調

べ
る
こ
と
な
ど
を
行

っ
て
い
る
。
ま
た
、
都
市

で
の
交
通
、
道
路
に
つ
い
て
も
秩
序
維
持

の
た
め
の
種
々
の
制

約

が
行
わ
れ
て
い
る
。
都
市

で
も

っ
と
も
大
き
い
事
件
は
火
事
で
あ
る
。
今
日
の
よ
う
に
建
物
が
都
市
内
に
つ
ま

っ
て
建
て
ら
れ
て
い

な
か

っ
た
と
思
う
が
、
そ
れ
で
も
火
事
は
多
く
の
建
物
を
焼
失
さ
せ
て
し
ま
い
、
生
活
面
で
も
、
ま
た
、
政
治

面
で
も
大
き
な
損
害
を

与

え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
火
事

に
対
す
法
慣
習
が
早
く
か
ら
整
備
さ
れ
て
い
た
と
思
う
。
火
災
と
並
ん
で
、
保
健
衛
生
も
今
日
の

よ
う
な
医
療
機
関
が
な
く
、
薬
も
な
い
時
代
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
不
衛
生
な
こ
と
は
都
市
全
体
を
流
行
病

・
伝
染
病
の
脅
威

に
お
と

し
入
れ
る
危
険
が
あ

っ
た
の
で
、
そ
れ
に
対
す
る
積
極
的
な
か
か
わ
り
が
み
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
諸
点
か
ら
み
て
、
今
回
は
明
確

な
る
都
市
生
活
法
的
な
法
大
系
を

つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
が
、
法
規
制
に
ち
か
い
法
的
な
慣
習

の
よ
う
な
も
の
が
あ

っ
て
、

　む
　

人

々
は
そ
れ
を
守
る
こ
と
で
、
都
市

の
生
活
を
、
よ
り
安
全

に
行

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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司
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(
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『
史

記
』
蘇

秦

伝

「
臨
蕾

甚
富

而

実

、
其

民

無

不

吹
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鼓

瑟
、

弾
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撃
筑

、

闘
鶏
走

狗
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鞠
者
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、
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揚
」
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杜
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注

に

「躑

、
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也

。
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積
土

、
陰

気
所

聚
、

故
祈

之
、

以

禳

火
之
余

災

。
」

(
15
)

杉

本

憲

司

「
漢

代

の
博

山

炉

」

『近

畿

古

文
化

論

攷

』
所

収

吉

川
弘
文

館

一
九

六

三
。

(
16
)

楊

寛

『商
鞅

変
法

』

上
海

人
民

出
版

社

一
九

五
五

。

(
17
)

繆

文
遠

訂
補

『七

国
考

訂
補

』

上
海

古
籍

出
版

一
九

八
七
。

(
18
)

保

健

衛
生

に
関

し

て
、

『睡

虎

地

竹
筒

』

に

み
え

る
。

秦

律
中

に
囚
人

が
癘
疫

(流

行
病

)

に

か
か

っ
た
場
合

に
、
隔

離

す

る
こ

と

が

「
法
律

答

門
」

(
一
〇
六

)

み
え

る

の
を
本

文

中

に
あ
げ

る

こ
と
を
失

念

し

て

い
た
。

(
19
)

こ

の
論

文
を

書
く

に
あ

た

っ
て
、

張
鴻

雁

『
春
秋
戦

国

城
市
経

済

発
展

史
論

』

(遼
寧

大

学
出

版

社

一
九

八

八
)

が
最

初

の
ヒ

ン

ト

に
な

っ
た
。


